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Ⅰ 技術資料の評価基準 

分類 評価項目 配点表 評価基準 

施工計画 施工上の配慮 ４ ４ 

ａ 記載内容が非常に適切かつ具体的    （４点） 

 

ｂ 記載内容が適切かつ具体的       （３点） 

 

ｃ 記載内容が適切            （２点） 

 

ｄ 記載内容がやや適切さに欠ける     （１点） 

 

ｅ 上記以外               （０点） 

企業の 

施工能力 

（1） 

令和２年度以降に元請（共同企

業体を含む）として受注し、技術

資料提出期日までに完成済みの

「国」、「地方公共団体」、「地方道

路公社法に基づく地方道路公

社」、「高速道路株式会社法に基づ

く高速道路株式会社」のいずれか

が発注した工事のうち、代表的な

工事の施工実績の工事成績評定

点 

１ 

６ 

ａ 共同企業体の構成員の両方の工事成績 

評定点が８０点以上の場合        （１点） 

ｂ 共同企業体の構成員のいずれかの工事 

成績評定点が８０点以上の場合    （０．５点） 

ｃ 上記に該当しない場合         （０点） 

（2） 

 共同企業体の構成員が雇用す

る建設業法に定める監理技術者

の合計人数 

２ 

ａ ３０人以上雇用している場合      （２点） 

ｂ ２０人以上３０人未満雇用している場合 （１点） 

ｃ ２０人未満雇用している場合      （０点） 

（3） 
ダンプトラック（積載量２ｔ以

上）の保有 
１ 

ａ 共同企業体の全ての構成員が自社所有又は 

リース契約をしている         （１点） 

ｂ 上記に該当しない場合        （０点） 

（4） 
バックホウ（山積0.28m3以上）

の保有 
１ 

（5） 電光表示板付き作業車の保有 １ 

加算合計 １０ １０  

注1) 企業の施工能力の項目に係る実績については、その実績を確認できる資料（契約書、ＣＯＲＩＮＳ等の写し）、工事成績通

知書等の資料を添付すること。ただし、その実績を確認できない場合は評価しない。また、実績がない場合でも｢実績なし｣

として書類を提出すること。提出がない場合は、欠格事項に該当するものとする。 

注2) 監理技術者の人数については、監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証、技術資料提出日において３箇月以上の雇用関

係が確認できる資料（事業所名の記載がある健康保険情報（「資格情報のお知らせ」、マイナポータルからダウンロードした

「医療保険の資格情報」ＰＤＦ、資格確認書、旧健康保険証の写しに３か月以上継続雇用している旨を補記したもの等）、

記載内容が確認できる資料の写し等を人数分添付すること。 

注3) ダンプトラック及び電光表示板付き作業車については、車検証、リース契約書、ナンバープレートが確認できる写真等、記

載内容が確認できる資料の写し等を添付すること。バックホウについては、償却資産（固定資産）申告書及び種類別明細書

（市町村受付印のあるもの）、売買・譲渡契約書、リース契約書、機材の写真等、記載内容が確認できる資料の写し等を添

付すること。 

注4) 上表に基づく施工計画の項目の評価点は、採点者の評価点を平均し、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁まで

の数値とする。 

注5) 落札者決定基準、入札公告、設計図書に記載のない事項については「京都市建設局総合評価方式ガイドライン」のとおりと

する。（http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000189416.html） 

注6) 提出資料が、「京都市建設局総合評価方式ガイドライン」に記載の欠格事項に該当する場合は、入札を無効とする。 
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Ⅱ 技術資料の評価項目  

 本工事の緊急工事は、道路、河川、公園及びこれらの予定地等において、災害や事故等の発生により必要と

なった工事若しくは作業で二次的な被害の発生を回避するために行うもの、又は災害等が発生するおそれが

ある場合において、その被害を回避するために必要となった工事若しくは作業である。 

 このため、あらゆる状況を想定した事前準備を行い、緊急工事が必要となった場合は、現場へ急行し、迅速

かつ的確な対応を行う必要がある。 

１ 施工計画 施工上の配慮について（様式２） 
 一般的な工事は、施工着手する前に発注者からの現場説明を受け、設計図書の照査と測量等による現場

踏査を十分行い、綿密な施工計画を立案した後に施工するが、緊急工事は、陥没等の不測の事態が発生し

た場合に、短時間で事前準備を行い、緊急的に施工する必要がある。 
不測の事態が発生した時に備え、日常から取組体制を構築しておくことが重要であり、また、道路にお

いて、交通の支障が発生した場合においては、早急な応急措置、通行規制及び二次災害の防止など受注者

自らの知識、経験を活かし、適切に施工することで一般車両の交通確保を迅速に行う必要がある。 

 上記を踏まえ、現場へ急行し即時対応を実施するための日常の取組体制を記載するとともに、下記のよ

うに予見しえない事象の緊急工事（想定）を実施する場合における作業計画について、作業手順、留意点及

びその対策を明確にしたうえで、具体的に記載すること。 
【緊急工事（想定）】 

閉庁日の昼間、前日からの豪雨の影響で、山間部の道路において、土砂が流出しているとの通報があっ

た。受注者が現場に急行したところ、斜面崩壊による土砂流出（V=15m3）と倒木（L=5m、幹周 1.5m）

を確認した。この崩土の衝撃より、山留擁壁の天端に設置されていた落石防止柵の一部（支柱 1 本、ネッ

トL=6m）が倒壊しており、斜面上にはまだ崩土が残っている状況である。 
なお、道路幅員は 5m 程度であり、当該路線には迂回路はないものとする。 

 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
２ 企業の施工能力（様式３、４） 

（１）共同企業体の構成員が、令和２年度以降に元請（共同企業体を含む）として受注し、技術資料提出期日

までに完成済みの「国」、「地方公共団体」、「地方道路公社法に基づく地方道路公社」、「高速道路株式会社

法に基づく高速道路株式会社」のいずれかが発注した工事のうち、代表的な工事の施工実績の工事成績

評定点（ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率を２０パーセント以上の場合に限

る。） を１件評価する。 

   ただし、共同企業体の構成員が令和７年度（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務

委託の構成員であり、当該構成員がその履行中（令和７年４月１日から技術資料提出時点まで）に文書

による改善指示を受けた場合は、本評価項目を０点とする。 

（２）共同企業体の構成員が雇用する監理技術者の人数の合計を評価する。 

   なお、監理技術者については、技術資料提出時点において、３箇月以上雇用されている常勤の自社社

員で、監理技術者講習を受講し監理技術者講習修了証の発行を受けている場合に限り評価する。 

（３）技術資料提出時点におけるダンプトラック（積載量２t以上）の保有状況について評価する。 

（４）技術資料提出時点におけるバックホウ（山積0.28m3以上）の保有状況について評価する。 

（５）技術資料提出時点における電光表示板付き作業車の保有状況について評価する。 

※上記（３）、（４）、（５）について、リース契約の場合は、リース会社を相手方としたものに限る。他の建設

【断面図】 

（崩壊前） （崩壊後）
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会社やグループ会社を相手方とするものは認めない。 

Ⅲ 総合評価に関する事項 

１ 技術資料の評価方法 

（１）標準点 
 標準点は、技術資料の提出期間に必要事項等について記載漏れのない技術資料を本市に提出した入

札参加者に対して、５０点を与える。 
（２）加算点 

 加算点は、落札者決定基準に基づき入札参加者から提出された技術資料を評価し、点数化した合計値

とする。 
（３）評価値 

① 評価値は、標準点と加算点の合計（以下「技術評価点」という。）を入札参加者の入札価格で除し

て得た数値とする。 
② 評価値は、以下の算出方法に基づき、端数処理は行わないものとする。 

（４）評価値の算出方法 
   評価値＝技術評価点÷入札価格 
      ＝（標準点＋加算点）÷入札価格 
２ 開札順 

 下記（５）に示す①～⑧の入札案件について、同時に２件の参加申請を行うことができるものとする

が、落札できる案件は１件のみとし、下記の方法により開札を行う。 

（１）入札者は参加申請を行う際に、「第一希望」の案件を選択すること。 

（２）「技術評価点」の高い者が選択した「第一希望」の案件から順に開札を行い、落札者となった者は以

降の入札を無効とする。 

（３）「技術評価点」が同点の場合は、「施工計画」の点数が高い者が選択した案件から順に開札する。「施

工計画」の点数も同点の場合は、下記（５）に示す番号の若い案件から順に開札する。 

（４）「第一希望」を選択した者がいない案件については、下記（５）に示す番号の若い案件から順に開札

する。 

（５）入札案件 

番号 案件名 

①  （総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（南部土木みどり事務所） 

②  （総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（西部土木みどり事務所） 

③  
（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（京北・左京山間部土木みどり事務所） 
（総合評価）（単価契約）寺田樋門及び周山樋門管理操作業務委託 

④  （総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（西京土木みどり事務所） 

⑤  
（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（伏見土木みどり事務所） 
（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（南部区画整理事務所）  

⑥  （総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（北部土木みどり事務所） 
⑦  （総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（左京土木みどり事務所） 
⑧  （総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（東部土木みどり事務所） 
 

  

２件一括 

２件一括 
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（開札順の例） 

 

 

京北・左京 
山間部土木 
(2件一括) 


